
単位：円

区分 番号 附属設備の名称 単位
1回当たり
の利用料

1 平台 １台 100
2 箱足 １台 50
3 めくり台 1台 50
4 毛せん 1枚 100
5 地かすり 1枚 100
6 指揮者台 1台 100
7 譜面台（指揮者用） 1台 100
8 譜面台（奏者用） 1台 50
9 移動式姿見 1台 100

10 移動式黒板 1台 100
11 上敷ござ 1枚 50
12 金屏風 1双 1,000
13 演台 1台 400
14 花台 1台 200
15 司会者台 1卓 100
16 反響板 1式 3,000
17 つり看板 1枚 200
18 フルコンサートグランドピアノ 1台 6,000
19 照明セット（Ａ）
※ﾌﾛﾝﾄｻｲﾄﾞｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ・ｼｰﾘﾝｸﾞｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄのどちらかとﾎﾞｰﾀﾞｰﾗｲﾄ

1式 3,000

20 照明セット（Ｂ）
※ﾎﾞｰﾀﾞｰﾗｲﾄ､ﾌﾛﾝﾄｻｲﾄﾞｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ､ｼｰﾘﾝｸﾞｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ

1式 6,000

21 照明セット（Ｃ）
※ﾎﾞｰﾀﾞｰﾗｲﾄ､ﾌﾛﾝﾄｻｲﾄﾞｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ､ｼｰﾘﾝｸﾞｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ、ｻｽﾍﾟﾝｼｮﾝﾗｲﾄ8台

1式 7,500
22 ボーダーライト 1列 500
23 アッパーホリゾントライト 1列 500
24 ロアーホリゾントライト 1列 500
25 センターピンスポットライト　※ｸｾﾉﾝ１kw 1台 800
26 ピンスポットライト　※ﾊﾛｹﾞﾝ１kw 1台 800
27 パーライトスポットライト 1式 300
28 スポットライト　（1kw） 1台 200
29 スポットライト　（0.5kw） 1台 100
30 エフェクトマシン 1台 1,000
31 吊型ミラーボール 1台 500
32 置型ミラーボール 1台 500
33 カラーフィルター 1枚 200
34 拡声装置　※ﾌﾟﾛｾﾆｱﾑｽﾋﾟｰｶｰ、ﾏｲｸ2本 1式 2,000
35 ステージスピーカー 1台 800
36 はね返りスピーカー 1台 400
37 リア・サイドスピーカー 1式 2,000
38 ワイヤレスマイク　※ﾊﾝﾄﾞﾀｲﾌﾟ、ﾋﾟﾝﾀｲﾌﾟ 1CH 500
39 ダイナミックマイク 1本 200
40 コンデンサーマイク 1本 500
41 エレクトリックコンデンサーマイク 1本 200
42 マイクスタンド 1本 100
43 ブーム型マイクスタンド 1本 200
44 吊りマイク装置（マイク別） 1台 500
45 ハイビジョン装置（ＶＴＲ別）　※ﾌﾛﾝﾄ型230ｲﾝﾁ 1式 20,000
46 市民ホール用１６ミリ映写機 1式 2,500
47 市民ホール用スライド映写機 1式 1,000
48 ホール用液晶ビジョン映写機 1式 3,000
49 スクリーン 1式 1,000
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50 グランドピアノ １台 2,000
51 ピアノプレーヤー １台 500
52 小ホール音響装置　※ﾐｷｻｰ・備けｽﾋﾟｰｶｰ・ﾏｲｸ2本 １式 1,000
53 小ホール照明装置　※舞台壇上照明 １式 1,000
54 ハイビジョン装置（VTR別）　※ﾘｱ型110ｲﾝﾁ 1式 10,000
55 パーティ用円形テーブル　※市民ホール・パーティー時使用専用 1卓 200
56 パーティ用椅子　※市民ホール・パーティー時使用専用 1脚 50
57 長机　※会議室では備付数以上の使用の場合 1卓 100
58 会議用椅子 1脚 50
59 移動式姿見　※和室には備付有り 1台 100
60 会議室用司会者台 1台 100
61 会議室用花台 1台 100
62 １６ミリ映写機 1式 2,000
63 スライド映写機 1式 700
64 ハイビジョン用ビデオテープレコーダー 1台 10,000
65 液晶ビジョン映写装置　※VTR・ＬＤ・ｽｸﾘｰﾝ含む １式 1,000
66 オーバーヘッドプロジェクター １式 300
67 カセットテープレコーダー 1台 300
68 ＣＤプレーヤー 1台 300
69 ＭＤプレーヤー 1台 300
70 ＤＶＤプレーヤー 1台 300
71 移動式カラオケ装置 1台 3,000
72 移動式ミキサー 1台 300
73 ワイヤレスマイク 1本 200
74 国旗パネル 1枚 100
75 市旗パネル 1枚 100
76 持込器具電源使用料 1kw 50
77 冷暖房費（施設利用料の20％） 1室

備
考
２．ピアノ調律、舞台照明・音響等に要する増員技術者の人件費等は含みません。

１．「１回当たりの利用料」の１回とは、午前、午後又は夜間の利用区分を言います。
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